
は　じ　め　に

　この調査は、毎年47都道府県において一斉に実施しているもので、日本経済

の幅広い分野を担う中小企業の労働事情の実態を把握し、国等の労働政策や中

央会の労働支援方針策定に資することを目的としています。

　今回で47回目となる本調査は、従業員の規模、業種による分析を通し、中小

企業の多様な実態や規模による格差問題等を明らかにするほか、小規模企業の

現状を知る数少ない資料としての特色を持っています。

　我が国の経済は、ようやく低迷期を脱したかと思われましたが円高や政策効

果の息切れにより、景気の下ぶれリスクは強まり日銀は下支えを図るため４年

３ケ月ぶりに、ゼロ金利政策を復活させました。

　しかしながら依然として先行き不透明感を払拭しきれず、特に若年層の雇用

問題は深刻化しているのが現状です。

　本調査は、大手企業の決算株主総会が集中する６月末に調査票をお送りし、

７月１日を基準にご回答をいただき、10月頃全国中央会にて全国分の集計と報

告ののち、各都道府県中央会毎に報告書を作成しています。そのため、景況感

など、現況との乖離が若干発生いたしますことご高配いただければありがたい

と存じます。

　この報告書が中小企業における労働問題の論議を深めるための資料として広

く活用され、企業の発展にいささかなりとも寄与できれば幸いに存じます。

　終わりに、この調査の実施にあたりご協力を賜りました関係者各位に対しま

して厚く御礼申し上げます。

　　平成23年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県中小企業団体中央会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　星　沢　哲　也
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　�　この調査は長野県内の中小企業における賃金・労働時間・雇用等の実態を把握し、中央会労務支援方針

策定の基礎資料とするとともに、中小企業における労務対策の参考に資することを目的とする。

　�　長野県内の従業員300人以下の民間事業所（卸売業100人以下、小売業50人以下・サービス業100人以

下）を対象に1,300事業所を任意抽出し、郵送により調査を依頼。

　　有効回答424事業所（対象従業者21,468人）について集計した。�

　(1)　集計事業所内訳
　　　　　　　　　　　　　　イ　産業別　　　　　　　　ロ　規模別

　(2)　集計労働者内訳
　　　　　　　　　　　　　　イ　産業別　　　　　　　　ロ　男女別

１．調査の目的

２．調査方法・集計
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調査のあらましⅠ



　　平成22年７月１日現在

　(1)�　この調査で「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する者をいう。パートタイム労働者であっ

ても、下記のイ・ロに該当する場合は常用労働者に含みます。

　　イ　期間を決めずに雇われている者、または、１ヶ月を超える期間を定めて雇われている者。

　　ロ　�日々または１ヶ月以内の期限を限って雇われている者のうち、５月、６月にそれぞれ18日以上雇わ

れた者。

　　ハ　�事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている

者。

　(2)�　「パートタイム労働者」とは、１日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者、または１

日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない者をいう。

　(3)�　「所定労働時間」とは、就業規則、労働協約などで定められている始業時刻から終業時刻までの時間

から休憩時間を差し引いた時間。

　(4)�　「初任給」は、平成22年６月の１ヶ月間に支給した所定内賃金額（税込額）で通勤手当を除いたもの。

　(5)�　賃金改定結果は平成22年１月１日から７月１日までの間に定期昇給、ベースアップの実施、非実施を

決定した事業所で、ここでの「平均所定内賃金」は、賃金改定後の数値。

　(6)　本調査における賃金分類

　　現金給与総額　　　定期給与　　　所定内賃金　　　（固定部分）�基本給（年齢給、職能給、職務給、

勤続給）、役付手当、技能手当、特

殊勤務手当、家族手当、住宅手当、

食事手当、物価手当、通勤手当など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　�所定外賃金（�超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当

など）

　　　　　　　　　　　臨時給与（夏季・年末賞与など）
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４．調査結果利用上の留意点

３．調査時点



　(1)　経営状況
　　�　中小企業の経営状況は１年前に比べて、「悪い」とする事業所は 37.7％（前年は 84.4％）「良い」とす

る事業所は、26.0 ポイント改善したものの 27.7％に止まっている。

　　�　規模別では、規模の小さい事業所ほど経営状況が「悪い」とする比率が高く、業種別では、「金属・

同製品」の 64.1％、「機械器具」の 43.8％が「良い」としているのに対し、「木材・木製品」「印刷・同関

連」では回答した全社が「変わらない」または「悪い」としている。
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１．中小企業の経営環境

調査結果の概要Ⅱ
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　(2)　経営上のあい路
　　�　経営上のあい路は、「販売不振・受注の減少」が 56.3％（前年は 73.6％）、次いで「同業他社との競争

激化」が 38.0％となっているが、「人材不足（質）」も 28.3％あり「納期・単価等の取引条件の厳しさ」

も 26.8％と高くなっている。

　　�　「販売不振・受注の減少」は、事業規模に関係なく最大の障害になっている。

　　�　業種別では、「金属・同製品」が「納期・単価等の取引条件の厳しさ」を、「運輸業」「建設業」は「同

業他社との競争激化」等を一位にあげている。
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注）　３項目内複数回答



第５表　規模別にみた経営上のあい路上位３項目
（％）

　　　　　 １　　　　　位 ２　　　　　位 ３　　　　　位

����1～����9人 販売不振・受注の減少 67.1� 同業他社との競争激化 37.1�
納期・単価等の取引条
件の厳しさ
人材不足

21.4�

��10～��29人 販売不振・受注の減少 60.7� 同業他社との競争激化 37.9�
原材料・仕入品の高騰
納期・単価等の取引条
件の厳しさ

26.4�

��30～��99人 販売不振・受注の減少 53.1� 同業他社との競争激化 39.5� 人材不足 32.0�

100～300人 販売不振・受注の減少 42.2�
同業他社との競争激化
製品価格（販売価格）
の下落

35.9� － －

規　模　計 販売不振・受注の減少 56.3 同業他社との競争激化 38.0� 人材不足 28.3

注）３項目内複数回答

第６表　業種別にみた経営上のあい路上位３項目
（％）

１　　　　　位 ２　　　　　位 ３　　　　　位

食 � 料 � 品 販売不振・受注の減少 42.9� 原材料・仕入品の高騰 40.5� 同業他社との競争激化 38.1�

木材・木製品 販売不振・受注の減少 78.6� 同業他社との競争激化 50.0� 製品価格の下落 35.7�

印刷・同関連 販売不振・受注の減少� 71.4� 同業他社との競争激化 57.1� 納期・単価等の取引条件の厳しさ 42.9�

窯 業 ・ 土 石 販売不振・受注の減少 84.2� 原材料・仕入品の高騰 31.6� 同業他社との競争激化 26.3�

金属・同製品 納期・単価等の取引条
件の厳しさ 46.9� 人材不足 45.3� 原材料・仕入品の高騰 39.1�

機 械 器 具 販売不振・受注の減少 55.7� 製品価格の下落 35.1� 納期・単価等の取引条件の厳しさ 32.0�

そ の 他 製 造 販売不振・受注の減少 48.6� 納期・単価等の取引条件の厳しさ 43.2� 人材不足 40.5�

運 � 輸 � 業 同業他社との競争激化
原材料・仕入品の高騰 52.0� － － 販売不振・受注の減少 40.0�

建 � 設 � 業 販売不振・受注の減少
同業他社との競争激化 72.1� － － 人材不足 23.3�

卸 ・ 小 売 業 販売不振・受注の減少 73.1� 同業他社との競争激化 61.5�

人材不足
製品開発力・販売力の
不足
製品価格の下落

19.2�

サ ー ビ ス 業 販売不振・受注の減少 69.2� 人材不足 53.8� 同業他社との競争激化 30.8�

注）３項目内複数回答
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　(3)　経営上の強み
　　�　製造業では「製品の品質・精度の高さ」が 44.7％、「顧客への納品・サービスの速さ」34.8％、「製品・

サービスの独自性」28.7％の順に高く、非製造業では、「製品・サービスの独自性」32.4％「製品の品質・

精度の高さ」及び「顧客への納品・サービスの速さ」が 22.9％となっている。順位は異なるものの共通

の項目が選択されている。

　(4)　主たる事業の今後の経営方針
　　�　現在行っている主要事業について、今後の方針をみると「現状維持」が 61.9％と最も高く、「強化拡大」

28.3％、「縮小」6.7％の順になっている。

　　�　規模別では、大きくなるほど「強化拡大」とする事業所の割合が高く、規模が小さくなるほど「現状

維持」「縮小」「廃止」とする割合が高くなっている。
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非製造業

製品・サービスの独自性

技術力・製品開発力

生産技術・生産管理能力

営業力・マーケティング力

製品・サービスの企画力・提案力

製品の品質・精度の高さ
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商品・サービスの質の高さ

組織の機動力・柔軟性

第７表　経営上の強み



　(1)　常用労働者の男女比率
　　�　常用労働者の男性比率は、「建設業」87.6％が最も高く、次いで「運輸業」の 87.1％、「窯業・土石」

86.5％と続き、一方「食料品」49.8％、「サービス業」43.8％、「印刷・同関連」39.6％などの業種では女

性の比率が高くなっている。

　　　事業所の規模別では、それぞれ男性が 60.0％台、女性が 30.0％台と大きな違いはない。
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２．従業員の雇用状況
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第10表　男女別常用労働者の規模別比率



　(2)　従業員中に占める女性雇用比率
　　�　常用労働者に占める女性の雇用率は 29.5% と前年比 2.9 ポイント比率を上げている。雇用率の分布を

みると、「30 ～ 50％未満」26.2%、「10 ～ 20％未満」22.4% で、半数以上を占める事業所は 20.1％となっ

ている。

　　�　業種別では「小売業」53.7％と高く、次いで「食料品」49.8％、「サービス業」43.8％の順、一方「建

設業」は 12.4％、「運輸業」12.9％と低くなっている。
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　(3)　従業員中に占めるパートタイム比率
　　�　従業員に占めるパートタイム比率は9.7％と全国平均を4.1％下回った。女性の23.2％に比べ、男性3.7％

となっている。

　　�　業種別では、「小売業」38.4％、「サービス業」28.9％、「食料品」21.9％と、女性の比率が高い業種が

上位にある。

　　�　なお、本調査は「パートタイム」を短時間労働と定義しているため、いわゆる「フルタイムパート」

は比率に含まれていない。
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　(4)　従業員の雇用形態
　　�　従業員の雇用形態は「正社員」が 81.3％、「パートタイム労働者」9.7％、「アルバイト・その他」5.0％、

「派遣」4.0％となっている。

　　�　製造業では「派遣」が 5.0％あるが、非製造業では 0.3％で、一方「パートタイム労働者」が 14.6％と

高くなっている。
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第15表　雇用形態別構成比……………
（％）

正社員
パート
タイム
労働者

派　遣
アルバ
イト・
その他

����1～����9人 82.8 ��9.5� 0.3� 7.4�
��10～��29人 81.1� 13.7� 0.8� 4.4�
��30～��99人 81.8� 11.6� 1.9� 4.7�
100～300人 80.9 ��7.3� 6.5� 5.4�

規 　 模 　 計 81.3� ��9.7� 4.0� 5.0�
全 国 平 均 78.1 13.8� 1.8� 6.2�

（％）

正社員
パート
タイム
労働者

派　遣
アルバ
イト・
その他

製 造 業 81.5� ��8.3� 5.0� 5.1�
非 製 造 業 80.4 14.6� 0.3� 4.8�
業 　 種 　 計 81.3� ��9.7� 4.0� 5.0�
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　(1)　週所定労働時間
　　�　週の所定労働時間が、「40 時間以下」とする事業所は 97.2％となっている。特例措置が含まれる「１

～９人」規模では、「40 時間超 44 時間以下」とする事業所が 11.4％となっている。

　　�　特例措置が適用される事業所が含まれる業種では、「40 時間超 44 時間以下」の時間帯に「小売業」が

18.2％となっている。

　(2)　月平均残業時間
　　�　平均残業時間は前年比 2.5 時間減の 8.2 時間となっている。

　　�　規模別にみると、「100 ～ 300 人」が 13.0 時間、「30 ～ 99 人」が 10.5 時間といずれも前年を下回って

いるが、規模が大きな事業所ほど残業時間が長くなっている。

　　　業種別では「運輸業」が 18.2 時間と長く、「小売業」は 3.4 時間である。

3．労働時間の状況

第17表　業種別にみた週所定労働時間…………（％）

40時間以下 40時間超
44時間以下

製 造 業 ��97.4� ��2.6�
運 輸 業 ��96.0� ��4.0�
建 設 業 100.0� -
卸 売 業 100.0� -
小 売 業 ��81.8� 18.2�
サービス業 ��92.9� ��7.1�

業 　 種 　 計 ��97.2� ��2.8�

第16表　規模別にみた週所定労働時間……………（％）

40時間以下 40時間超
44時間以下

����1～����9人 88.6� 11.4�
��10～��29人 99.3� ��0.7�
��30～��99人 98.6� ��1.4�
100～300人 98.4� ��1.6�

規 　 模 　 計 97.2� ��2.8�
全 国 平 均 86.0� 14.0�

第18表　規模別にみた月平均残業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（％）

０時間 1時間～
10時間未満

10時間～
20時間未満

20時間～
30時間未満

30時間～
50時間未満 50時間以上 月平均

残業時間
����1～����9人 67.1� 22.9� ��5.7� ��1.4� 2.9� - ��2.8時間
��10～��29人 40.8� 30.3� 16.9� ��7.0� 4.9� - ��6.4時間
��30～��99人 13.1� 44.1� 22.1� 13.1� 6.9� 0.7� 10.5時間
100～300人 ��6.3� 35.9� 29.7� 20.3� 6.3� 1.6� 13.0時間

規 　 模 　 計 30.4� 34.7� 18.8� 10.2� 5.5� 0.5� ��8.2時間
全 国 平 均 32.0� 28.3� 19.4� 11.5� 7.5� 1.4� ��9.6時間

第19表　業種別にみた月平均残業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（％）

０時間 1時間～
10時間未満

10時間～
20時間未満

20時間～
30時間未満

30時間～
50時間未満 50時間以上 月平均

残業時間
製　造　業 27.8� 37.3� 19.9� 10.8� ��4.2� - ��7.9時間
運　輸　業 12.0� 20.0� 28.0� 16.0� 16.0� 8.0� 18.2時間
建　設　業 40.5� 31.0� 14.3� ��7.1� ��7.1� - ��6.9時間
卸　売　業 53.3� 33.3� ��6.7� ��6.7� - - ��3.7時間
小　売　業 54.5� 18.2� 27.3� - - - ��3.4時間
サービス業 57.1� 21.4� - 14.3� ��7.1� - ��6.1時間

業 　 種 　 計 30.4� 34.7� 18.8� 10.2� ��5.5� 0.5� ��8.2時間
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　(3)　時間外労働（残業・休日労働）が45時間を超える月の頻度
　　�　ほぼ毎月45時間を超える従業員がいる事業所が、全業種平均で16.0％となっている。「100～300人」

規模では50.0％である。

　　�　業種別では「運輸業」が41.7％の事業所で、ほぼ毎月超える従業員がいるのに対して「小売業」では

90.9％が全くないとなっている。

　(4)　時間外労働（残業・休日労働）が60時間を超える月の頻度
　　�　ほぼ毎月60時間を超える従業員がいる事業所が、全業種平均で5.8％となっている。「100～300人」規

模では25.0％である。

　　�　業種別では「運輸業」が13.0％の事業所で、ほぼ毎月超える従業員がいるのに対して「小売業」では

全社が全くないとなっている。

第20表　…規模別にみた時間外労働（残業・休日労
働）45時間を超える従業員のいる月の
頻度… … … … 　　…（％）

ほぼ毎月 ３か月に
１回程度

ごくまれ
にある 全くない

����1～����9人 ��1.5� ��3.0� 17.9� 77.6�
��10～��29人 ��7.9� ��7.9� 20.7� 63.6�
��30～��99人 15.6� 13.6� 32.7� 38.1�
100～300人 50.0� 12.5� 18.8� 18.8�

規 　 模 　 計 16.0� ��9.8� 24.2� 50.0�
全 国 平 均 10.9� ��8.7� 25.3� 55.1�

第22表　…規模別にみた時間外労働（残業・休日労
働）60時間を超える従業員のいる月の
頻度… … … … 　　…（％）

ほぼ毎月 ３か月に
１回程度

ごくまれ
にある 全くない

����1～����9人 － － ��6.0� 94.0�
��10～��29人 ��2.2� ��2.9� 13.0� 81.9�
��30～��99人 ��3.5� ��5.6� 22.4� 68.5�
100～300人 25.0� 14.1� 28.1� 32.8�

規 　 模 　 計 ��5.8� ��5.1� 17.5� 71.6�
全 国 平 均 ��4.3� ��3.8� 15.5� 76.4�

第21表　…業種別にみた時間外労働（残業・休日労
働）45時間を超える従業員のいる月の
頻度… … … … 　　…（％）

ほぼ毎月 ３か月に
１回程度

ごくまれ
にある 全くない

製 造 業 17.0� 11.4� 24.8� 46.7�
運 輸 業 41.7� ��4.2� 20.8� 33.3�
建 設 業 ��2.4� ��9.8� 24.4� 63.4�
卸 売 業 14.3� － 21.4� 64.3�
小 売 業 － － ��9.1� 90.9�
サービス業 － ��7.1� 21.4� 71.4�
業 � 種 � 計 16.0� ��9.8� 24.2� 50.0�

第23表　…業種別にみた時間外労働（残業・休日労
働）60時間を超える従業員のいる月の
頻度… … … … 　　…（％）

ほぼ毎月 ３か月に
１回程度

ごくまれ
にある 全くない

製 造 業 ��6.3� 5.6� 21.2� ��66.9�
運 輸 業 13.0� 8.7� 13.0� ��65.2�
建 設 業 ��2.4� 4.9� ��4.9� ��87.8�
卸 売 業 ��7.7� － － ��92.3�
小 売 業 － － － 100.0�
サービス業 － － 14.3� ��85.7�
業 � 種 � 計 ��5.8� 5.1� 17.5� ��71.6�
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　(5)　時間外労働削減取り組みの有無
　　�　取り組んでいる事業所は、ある程度を含めて67.6％となっている。「100～300人」規模では92.1％であ

る。

　　　製造業では72.0％、非製造業は56.1％が取り組んでいる。

　(6)　時間外労働削減の取り組み内容
　　�　「仕事のやり方の工夫・改善」が71.9％、「管理職による残業時間管理の徹底」が56.2％と高く、続い

て「帰りやすい雰囲気づくり」が19.9％、「従業員との時間外労働削減の話し合い」が18.1％となってい

る。

　　　業種別にも同様の傾向がある。

第25表　業種別にみた時間外労働削減の取り組み内容
　　 （％）

放
送
時
間
や
巡
回

に
よ
る
定
時
退
社

の
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び
か
け

管
理
職
に
よ
る
残

業
時
間
管
理
の
徹

底 一
定
時
間
で
の
一

斉
消
灯
の
実
施

帰
り
や
す
い
雰
囲

気
づ
く
り

従
業
員
と
の
時
間

外
労
働
削
減
の
話

し
合
い

ノ
ー
残
業
デ
ー
の

実
施

残
業
・
休
日
労
働

の
上
限
の
設
定

仕
事
の
や
り
方
の

工
夫
・
改
善

そ
の
他

食 � 料 � 品 3.4� 48.3� 3.4� 17.2� 20.7� 10.3� 10.3� 75.9� －
木材・木製品 － 37.5� 12.5� 25.0� 12.5� - 25.0� 75.0� －
印刷・同関連 6.3� 50.0� 6.3� 25.0� 37.5� 12.5� 12.5� 56.3� 6.3�
窯 業 ・ 土 石 － 33.3� - 33.3� - - － 83.3� 16.7�
金属・同製品 4.8� 64.3� - 11.9� 11.9� 7.1� 19.0� 66.7� －
機 械 器 具 4.1� 63.0� 2.7� 17.8� 15.1� 20.5� 23.3� 75.3� 4.1�
そ の 他 製 造 － 61.5� 3.8� 15.4� 23.1� 11.5� 23.1� 80.8� 3.8�
運 � 輸 � 業 － 73.3 6.7 20.0 6.7 13.3 － 93.3 －
建 � 設 � 業 4.0� 48.0� - 36.0� 28.0� 24.0� 20.0� 52.0� －
卸 ・ 小 売 業 9.1� 45.5� 9.1� 18.2� 27.3� 9.1� 9.1� 81.8� －
サ ー ビ ス 業 － 57.1� - 14.3� - 14.3� － 57.1� 14.3�

業 � 種 � 計 3.2� 56.2� 2.8� 19.9� 18.1� 13.2� 16.4� 71.9� 2.8�
全 国 平 均 3.7� 37.6� 1.5� 24.8� 22.0� 9.4� 11.8� 73.3� 2.1�
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第24表　時間外労働削減の取り組みの有無
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　(1)　有給休暇の付与日数・取得日数
　　�　年次有給休暇は、平均付与日数 16.4 日に対し、平均取得日数は 7.4 日と消化率は 45.1％となっている。

　　�　取得日数については、「５～ 10日未満」が 41.1％と最も多く、次いで「10～ 15日未満」が 27.5％、「５

日未満」24.6％の順となっている。

　(2)　有給休暇の平均取得率
　　�　「50 ～ 70％未満」の事業所が 28.5％、「30 ～

50％未満」が 27.7％となっている。「10％未満」

も 4.6％ある。

　　　業種別では、「サービス業」が58.7％と最も高い。

４．年次有給休暇

第26表　有給休暇付与日数… …
　　（単位：％、日）

10日未満 10～15日未満 15～20日未満 20～25日未満 25日以上 平均日数
産 業 計 1.9 18.2� 61.1 18.5� 0.2 16.4
製 造 業 1.0� 16.9� 65.2� 16.6� 0.3 16.6
非 製 造 業 4.6 22.0� 49.5 23.9� - 15.8�

第27表　規模別有給休暇取得日数
　（単位：％、日）

５日未満 ５～10日未満 10～15日未満 15～20日未満 20日以上 平均有給休暇
取得日数

����1～����9人 34.4� 32.8� 20.3� 7.8� 4.7 7.3
��10～��29人 29.5� 38.8 25.2 5.8 0.7 7.2�
��30～��99人 18.8 46.5 30.6 4.2 － 7.5
100～300人 17.2� 42.2� 32.8� 6.3� － 8.1
規 　 模 　 計 24.6� 41.1� 27.5� 5.6� 1.2� 7.4�
全 国 平 均 28.8� 37.8� 24.5� 6.3� 2.6� 7.3�

4.6 

9.7 

12.4 

27.7 

28.5 

17.0 

0 10 20 30 
（％）

10未満
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第28表　平均取得率からみた事業所分布
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　(3)　有給休暇取得促進の取り組みの有無
　　�　「積極的に推進」と「ある程度推進」を合わせて39.4％に対し、「推進していない」が60.6％となっている。

　　�　規模別に見ると「100人以上」では 52.4％が推進しているのに対し、「1～ 9人未満」では 30.4％に止まっ

ている。

　(4)　有給休暇取得促進の取り組み内容
　　�　製造業、非製造業ともに「半日・時間単位での付与制度の導入」が最も多く、続いて「計画的な付与の

実施」となっている。非製造業では「夏季などに連続休暇取得を勧奨」が35.7％ある。

4.1 

2.9 

4.2 

4.8 

3.2 

3.9 

4.4 

4.9 

4.1 

2.9 

4.2 

4.8 

3.2 

3.9 

4.4 

4.9 

35.3 

27.5 

28.9 

39.3 

49.2 

36.3 

32.7 

31.7 

60.6 

69.6 

66.9 

47.6 

59.8 

62.8 

63.4 

60.6 

69.6 

66.9 

55.9 55.9 

47.6 

59.8 

62.8 

63.4 

（％）
規模計

１～９人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

全国平均

第30表　取得推進の取り組みの有無
積極的に推進　　　ある程度推進　　　推進していない

5.7 

9.0 

8.2 

74.6 

33.6 

0.8 

12.3 

19.7 

3.3 

7.1 

4.8 

16.7 

40.5 

38.1 

0.0 

35.7 

23.8 

7.1 

0 20 40 60 80 
（％）

複数回答

製造業
非製造業

社内掲示等による呼びかけ

誕生日など記念日等での取得促進

管理職の率先した取得

半日・時間単位での付与制度の導入

計画的な付与の実施

取得推進月間の設定

夏季などに連続休暇取得を勧奨

休暇取得状況の点検と取得勧奨

その他

第31表　取得促進の取り組み内容
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　(5)　年次有給休暇取得促進に取り組んだ理由
　　�　製造業、非製造業ともに、「従業員の健康や安全確保のため」「従業員の家庭生活充実のため」「従業員の

勤労意欲・能率の向上のため」が50.0％を超えている。

74.8 

57.7 

57.7 

5.7 

22.0 

2.4 

4.1 

1.6 

71.4 

57.1 

66.7 

0.0 

0.0 
0.0 

9.5 

7.1 

2.4 

2.4 

0 20 40 60 80 
（％）

製造業
非製造業

従業員の健康や安全確保のため

従業員の勤労意欲・能率の向上のため

従業員の家庭生活充実のため

従業員の創造的な能力発揮のため

人材の確保と定着率の向上のため

企業のイメージ向上のため

従業員からの強い要望のため

同業他社や取引先が実施したから

その他

第32表　取得促進に取り組んだ理由

注）　３項目以内複数回答
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　(1)　障害者雇用の有無
　　�　「現在障害者を雇用している」事業所が30.4％、「現在は雇用していないが、過去に雇用した」が

29.0％、「雇用したことはない」40.6％となっている。

　　　「100人以上」の事業所では、71.9％が「現在障害者を雇用している」と回答している。

　(2)　雇用している障害者の人数
　　�　雇用している障害者の人数は、「１人」が最も多く56.6％、「２人」が23.3％で、「５人以上」が

4.7％となっている。

５．障害者雇用について

30.4 

2.9 

14.0 

41.5 

71.9 

34.1 

20.7 

20.3 

30.4 

2.9 

14.0 

41.5 

71.9 

34.1 

20.7 

20.3 

29.0 

15.7 

31.5 

36.1 

21.9 

31.2 

23.3 

17.0 

40.6 

81.4 

54.5 

22.4 

6.3 

34.7 

56.0 

62.7 

40.6 

81.4 

54.5 

22.4 

6.3 

34.7 

56.0 

62.7 

（％）

規模計

１～９人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

全国平均

現在障害者を雇用している　　　現在は雇用なし過去に雇用　　　雇用したことはない

第33表　障害者雇用の有無

56.6 

50.0 

70.0 

70.5 

32.6 

56.2 

58.3 

60.9 

23.3 

50.0 

25.0 

18.0 

28.3 

23.8 

20.8 

23.1 

23.3 

50.0 

25.0 

18.0 

28.3 

23.8 

20.8 

23.1 

10.9 

5.0 

6.6 

19.6 

12.4 

4.2 

8.4 

10.9 

5.0 

6.6 

19.6 

12.4 

4.2 

8.4 

4.7 

1.6 

10.9 

3.8 

8.3 

3.2 

4.7 

1.6 

10.9 

3.8 

8.3 

3.2 

4.7 

3.3 

8.7 

3.8 

8.3 

4.5 

4.7 

3.3 

8.7 

3.8 

8.3 

4.5 

（％）

規模計

１～９人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

全国平均

１人　　　２人　　　３人　　　４人　　　５人

第34表　雇用している障害者の人数
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　(3)　今後の障害者雇用予定
　　�　現在雇用していないが今後「新規雇用の予定がある」事業所は1.0％で、「検討中」が11.2％、「新規

雇用する予定はない」が87.8％となっている。

　(4)　障害者雇用に当たっての課題
　　�　「担当業務の選択」が58.7％と最も高く、「作業の効率性」35.5％、「職場設備の改善」が30.9％と

なっている。

　　　業種別においても同様の傾向にある。

第36表　障害者雇用に当たっての課題…… …
（％）

担
当
業
務
の
選
択

周
囲
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

職
場
設
備
の
改
善

雇
用
形
態
・
賃
金
の

設
定

作
業
の
効
率
性

専
任
担
当
者
の
配
置

労
働
時
間
の
設
定

通
勤
手
段

研
修
・
訓
練

そ
の
他

課
題
は
特
に
な
い

1～��9人 43.3� 10.4� 28.4� 9.0� 38.8� 16.4� 1.5� 3.0� 10.4� 6.0� 20.9
10～29人 55.4� 20.9� 31.7� 12.2� 32.4� 16.5� 1.4� 8.6� 15.1� 7.9� 12.2
30～99人 65.3� 19.4� 33.3� 7.6� 37.5� 9.7� 4.2� 4.2� 6.3� 2.1� 14.6

100～300人 67.2� 37.5� 26.6� 12.5� 34.4� 10.9� 3.1� 3.1� 9.4� 3.1� 9.4
製 造 業 62.0� 24.4� 34.7� 9.2� 40.3� 14.9� 1.0� 6.6� 11.2� 3.0 9.6
非 製 造 業 49.5� 12.6� 20.7� 12.6� 22.5� 9.0� 7.2� 1.8� 8.1� 9.9 26.1
規 模 計 58.7� 21.3� 30.9� 10.1� 35.5� 13.3� 2.7� 5.3� 10.4� 4.8� 14.0
全 国 平 均 52.9� 23.2� 30.8� 10.9� 33.0� 9.9� 3.4� 7.2� 11.5� 5.9� 10.5

1.0 

0.8 

2.4 

1.5 

0.5 

1.0 

0.8 

2.4 

1.5 

0.5 

11.2 

8.3 

16.9 

44.4 

13.7 

5.6 

6.7 

87.8 

100.0 

90.9 

80.7

55.6 

84.8 

94.4 

92.7 

87.8 

100.0 

90.9 

80.7

55.6 

84.8 

94.4 

92.7 

（％）

規模計

１～９人

10～29人

30～99人

100～300人

製造業

非製造業

全国平均

新規雇用の予定がある　　　新規雇用を検討中　　　新規雇用の予定なし

第35表　今後の障害者雇用予定
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第37表　業種別に見た障害者雇用に当たっての課題	 	 	 	
（％）

担
当
業
務
の
選
択

周
囲
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

職
場
設
備
の
改
善

雇
用
形
態
・
賃
金

の
設
定

作
業
の
効
率
性

専
任
担
当
者
の
配

置 労
働
時
間
の
設
定

通
勤
手
段

研
修
・
訓
練

そ
の
他

課
題
は
特
に
な
い

食 　 料 　 品 53.7� 43.9� 34.1� ��2.4� 41.5� 14.6� 0.0� ��9.8� 12.2� ��0.0� 12.2�
木材・木製品 64.3� 14.3� 21.4� ��0.0� 50.0� 28.6� 0.0� ��7.1� ��7.1� ��7.1� ��7.1�
印刷・同関連 40.0� 20.0� 45.0� 20.0� 35.0� ��5.0� 5.0� ��5.0� ��0.0� ��0.0� 15.0�
窯 業 ・ 土 石 90.0� 20.0� 25.0� ��0.0� 30.0� 45.0� 0.0� ��0.0� 10.0� ��0.0� ��5.0�
金属・同製品 52.4� 19.0� 42.9� 15.9� 38.1� ��9.5� 0.0� ��4.8� 12.7� ��6.3� ��9.5�
機 械 ・ 器 具 75.0� 19.8� 33.3� ��7.3� 39.6� 13.5� 1.0� ��6.3� ��9.4� ��3.1� ��8.3
そ の 他 製 造 56.8� 32.4� 27.0� 16.2� 45.9� 10.8� 2.7� 10.8� 16.2� ��2.7� 10.8�
運 　 輸 　 業 47.8� ��8.7� 21.7� 13.0� 21.7� ��8.7� 4.3� ��0.0� ��0.0� ��8.7� 30.4�
建 　 設 　 業 59.5� ��4.8� 26.2� ��7.1� 28.6� ��4.8� 7.1� ��2.4� ��7.1� 11.9� 21.4�
卸 ・ 小 売 業 38.5� 26.9� 15.4� ��7.7� 23.1� 19.2� 7.7� ��0.0� 15.4� ��7.7� 23.1�
サ ー ビ ス 業 25.0� 16.7� 16.7� 33.3� ��8.3� ��0.0� 8.3� ��8.3� ��8.3� 16.7� 41.7�
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　(1)…　高年齢者雇用の有無
　　�　「すでに65歳以上の人を雇用している」とする事業所は、製造業で38.2％、非製造業で56.5％と、非製

造業で高齢者雇用の割合が高くなっている。また「65歳以上の人を雇用する考えはない」事業所は、製

造業で36.2％、非製造業で28.7％となっている。

　(2)　高年齢者雇用措置への対応状況
　　�　「継続雇用制度を導入している」事業所が81.4％で、規模別では「100～300人」が96.9％であるのに対

し、「１～９人」では54.3％と規模が大きくなるほど導入比率は高くなっている。

６．高年齢者の雇用状況

第38表　高年齢者雇用の有無… … … …
（％）

すでに65歳以上の人
を雇用している

65歳以上の人を雇用
することを考えている

65歳以上の人を雇用
する考えはない

1～��9人 36.8 29.4 33.8
10～29人 41.5 22.5 35.9
30～99人 47.6 20.0 32.4

100～300人 44.3 21.3 34.4
製 造 業 38.2 25.6 36.2
非 製 造 業 56.5 14.8 28.7

規 模 計 43.3 22.6 34.1
全 国 平 均 41.5 21.2 37.3

第39表　高年齢者雇用確保措置への対応状況…… … …
（％）

定年の定めを廃止して
いる

定年年齢を６４歳以上
に引き上げている

継続雇用制度を導入し
ている

該当者がいないので対
応していない

1～��9人 8.6 12.9 54.3 24.3
10～29人 1.4 13.3 79.0� ��6.3
30～99人 1.4 ��8.2 89.8 ��0.7

100～300人 － ��3.1 96.9 －
製 造 業 1.0� ��8.8 86.0� ��4.2
非 製 造 業 6.0� 12.9 69.0� 12.1

規 模 計 2.4 ��9.9 81.4 ��6.4
全 国 平 均 6.1� 10.5 64.8 18.7
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　(3)　高齢者の雇用形態
　　�　「正社員」として雇用している割合は40.5％となっている。規模別では「100～300人」が21.3％に対

し、「１～９人」では56.8％と小規模事業所ほど比率は高くなっている。

　(4)　継続雇用制度の対象とする高年齢者の基準
　　�　継続雇用制度の対象とする高年齢者の基準については「希望者全員を対象とし基準を設けていない」

とする事業所が51.3％と最も多く、次いで「就業規則により基準を設けている」が30.7％「労使協定によ

り基準を設けている」が17.9％となっている。

　　�　規模別にみると、規模が小さい事業所ほど「希望者全員」とする割合が高く、規模が大きくなるほど

「労使協定により基準を設けている」割合が増加している。

第41表　継続雇用制度対象者の基準… … … …
（％）

希望者全員を対象とし
基準は設けていない

労使協定により制度の
対象となる者の基準を
設けている

就業規則により制度の
対象となる者の基準を
設けている

1～��9人 72.2 ��5.6 22.2�
10～29人 48.2 11.8 40.0�
30～99人 54.6 14.6 30.8�

100～300人 37.3 44.1 18.6�
製 造 業 49.8� 19.1 31.1�
非 製 造 業 56.4 14.1 29.5�

規 模 計 51.3 17.9 30.7�
全 国 平 均 53.6� 14.3 32.0�

第40表　高年齢者の雇用形態… … … … …
（％）

正社員 嘱託職員・契約社員 パート・アルバイト その他
1～��9人 56.8� 32.4� 27.0� －
10～29人 46.0� 53.1� 15.9� 1.8�
30～99人 40.2� 61.4� 19.7� 1.5�

100～300人 21.3� 83.6� 13.1� －
製 造 業 41.1� 58.6� 21.3� 1.1�
非 製 造 業 38.8� 62.5� 7.5� 1.3�

規 模 計 40.5� 59.5� 18.1� 1.2�
全 国 平 均 37.3� 57.9� 20.7� 1.3�
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　(5)　高年齢者継続雇用に当たっての課題
　　�　高年齢者継続雇用の課題としては、「高齢者の健康管理・体力の維持」が35.5％と最も高く、次いで

「若年者の採用の手控え」29.5％、「高年齢者の担当する仕事の確保」25.9％となっている。

第42表　高年齢者継続雇用の課題… … … … … … …
（％）

高
年
齢
者
の
担
当

す
る
仕
事
の
確
保

高
年
齢
者
の
処
遇

が
難
し
い

若
・
壮
年
社
員
の

モ
ラ
ル
が
低
下
す

る 人
件
費
の
負
担
が

増
加
す
る

生
産
性
が
低
下
す

る 高
齢
者
の
健
康
管

理
・
体
力
の
維
持

以
前
の
部
下
や
若

手
と
の
関
係

若
年
者
の
採
用
の

手
控
え

そ
の
他

特
に
課
題
と
な
る

こ
と
は
な
い

1～��9人 12.1� 9.1� － 9.1� 16.7� 33.3� 9.1� 12.1� 1.5� 40.9�
10～29人 21.1� 17.6� 8.5� 9.9� 12.7� 37.3� 8.5� 35.9� 1.4� 22.5�
30～99人 33.6� 19.2� 1.4� 7.5� 12.3� 39.7� 15.1� 28.8� － 21.2�

100～300人 33.3� 20.6� 7.9� 19.0� 15.9� 23.8� 19.0� 34.9� 1.6� 19.0�
製 造 業 26.3� 16.8� 4.6� 10.2� 13.5� 34.5� 13.8� 31.6� 0.3� 23.4�
非 製 造 業 24.8� 18.6� 4.4� 10.6� 14.2� 38.1� 8.8� 23.9� 2.7� 27.4�

規 模 計 25.9� 17.3� 4.6� 10.3� 13.7� 35.5� 12.5� 29.5� 1.0� 24.5�
全 国 平 均 27.0� 16.7� 3.2� 10.7� 15.7� 44.7� 10.8� 23.8� 1.3� 20.6�
注）継続雇用制度を導入している事業所のみ回答・複数回答
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　(1)　最低賃金が800円以上に引き上げられた場合の影響
　　�　製造業、非製造業ともに「ほとんど影響がない」が最も多い。

「大きな影響がある」「多少影響がある」は合わせて、製造業が

40.3％、非製造業が36.2％となっている。

　(2)　最低賃金引き上げへの対応策
　　�　「パートタイマーの時給引き上げ」が65.7％と最も高く、次いで「正社員の賃金引き上げ」36.1％、

「アルバイトの時給引き上げ」33.1％となっている。

７．最低賃金引き上げの影響

大きな影
響がある
16.7%

多少影響
がある
22.4％

大きな影
響がある
16.7%

わからない
7.5% 

ほとんど影
響がない
53.3% 

多少影響
がある
22.4％

第43表　最低賃金引き上げの影響

18.2 

22.1 

52.6 

7.1 

12.9 

23.3 

55.2 

8.6 

0 10 20 30 40 50 60
（％）

大きな影響がある

多少影響がある

ほとんど影響はない

わからない

第44表　最低賃金引き上げの影響

製造業　　　非製造業

65.7 
33.1 

13.9 
36.1 

22.9 
10.8 
14.5 

10.8 
18.7 

13.9 
4.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 
（％）

第45表　最低賃金引き上げの影響がある場合の対応

パートタイマーの時給引き上げ
アルバイトの時給引き上げ
高卒の初任給の引き上げ
正社員の賃金の引き上げ

新規雇用の手控え
一部業務の外注

パート・アルバイトの削減
事業の縮小や廃止

時給引き上げのための労働時間短縮
商品・サービス価格の引き上げ

その他

※最低賃金引き上げにより「影響がある」とする事業所のみ回答
複数回答



2424

　(1)　新規学卒者の採用状況
　　�　平成 22 年３月期の新規学卒者の採用は、全体では前年比 15.3％減の 244 人となっている。学歴別では

「高校卒」が前年比 1.8％減の 111 人、「専門学校卒」が前年比 30.3％減の 23 人、「短大卒」が前年比

21.2％減の 26 人、「大学卒」は前年比 22.9％減の 84 人となった。

　　�　学歴別の採用比率をみると、「高校卒」が上がり、その他は下げている。

８．新規学卒者の採用・初任給

第46表　規模別　学卒者の採用状況… …
高校卒 専門学校卒 短大卒 大学卒 総　合

～��29人 9 1 3 3 16
（6.5）

30～��99人 42 15 14 28 99
(40.6)

100～300人 60 7 9 53 129
(52.9)

計 111
(45.5)

23
(9.4)

26
(10.7)

84
(34.4)

244
(100.0)

注）　上段…採用人数　下段…比率

第47表　新規学卒者の採用状況
高校卒 専門学校卒 短大卒 大学卒 合　計

技能系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系

平成22年 40
90名

12
21名

9
18名

4
5名

14
17名

9
9名

33
57名

16
27名

137
244名

平成21年 40
82名

12
31名

19
27名

4
6名

13
14名

14
19名

27
73名

19
36名

148
288名

注）　上段…採用事業所数　下段…採用者数
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　(2)　新規学卒者の初任給
　　〔高校卒者の初任給〕

　　　�　高卒の初任給は、技能系で 153,112 円と前年比 3.6％減、事務系は 158,210 円で前年比 1.7％の減となっ

ている。

　　〔専門学校卒者の初任給〕

　　　�　専門学校卒の初任給は、技術系で 175,222 円、前年比 0.7％減、事務系は 163,400 円で前年比 8.1％の

減となっている。

　　〔短大卒者の初任給〕

　　　�　短大卒者の初任給は、技術系で 173,496 円と前年比 1.5％増、事務系は 165,247 円、前年比 3.2％の減

となっている。

　　〔大卒者の初任給〕

　　　�　大卒者の初任給は、技術系で 193,384 円と前年比 1.1％減、事務系は 192,315 円、前年比 0.9％の減となっ

ている。

　(3)　新規学卒者の採用計画
　　�　平成 23 年３月の新規学卒者の採用計画が「ある」とする事業所は 23.3％と前年比 7ポイント増加して

いる。

　　�　規模別では、「100 ～ 300 人」で 59.4％、「30 ～ 99 人」で 31.3％と規模の大きい事業所ほど採用意欲は

高く、前年に比べても上昇している。

第49表　規模別にみた平成23年度の採用計画の有無… … … … … … …
（％）

あ��る な��い 未��定
高校卒 専門学校卒 短大卒 大学卒

規 　 模 　 計 23.3� 2.0 1.3 1.4 2.0 58.7� 18.1�
1～����9人 4.4� 1.0 － － 1.0 82.4� 13.2�
10～��29人 7.7� 1.6 1.0 2.0 3.3 66.9� 25.4�
30～��99人 31.3� 1.9 1.2 1.2 1.4 53.7� 15.0�
100～300人 59.4� 2.5 1.5 1.6 2.5 26.6� 14.1�

全 国 平 均 12.8� 2.2 1.7 1.4 2.2 67.0� 20.2�

第48表　新規学卒者の初任給… … …
初��任��給（円） 対 前 年

上昇率（％）昨　年　度

高　　校
技能系 153,112 158,874 △�3.6
事務系 158,210 160,977 △�1.7

専門学校
技術系 175,222 176,384 △�0.7
事務系 163,400 177,789 △�8.1

短　　大
技術系 173,496 170,861 ����1.5
事務系 165,247 170,716 △�3.2

大　　学
技術系 193,384 195,572 △�1.1
事務系 192,315 194,070 △�0.9
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　(1)　労働組合の組織状況
　　�　本調査による労働組合の組織状況は、産業計で 16.5%、製造業で 18.5％、非製造業では 11.2％の組織

率となっている。

　　�　規模別では「100 ～ 300 人」が 40.6％、「30 ～ 99 人」21.8％と規模が大きくなるに従い組織率は高くなっ

ている。

　(2)　賃金の改定状況（平成 22年１月から７月）
　　�　今春の賃金改定（定昇含む）は、「引き上げた」とする事業所が 38.7％と前年（23.2％）を 15.5 ポイン

ト上回った。反面「実施しない（凍結）」が 14.9％、「引き下げた」が 3.8％である。

　　�　「引き上げた」事業所を規模別にみると、「１～９人」は 17.1% であり、規模が大きくなるほど比率が

高くなっている。

　　�　賃金昇給額・率をみると、「凍結」「引き下げ」を含む総平均では昇給額 2,553 円、率にして 1.06％（前

年△ 2,236 円、△ 0.90％）となった。「引き上げた」とする事業所の平均は、4,464 円、率にして 1.86％（前

年 3,313 円、1.35％）と前年を上回っている。

９．賃金の改定状況

第51表　賃金改定実施状況… … …
（％）

引き上げた 引き下げた 今年は実施し
ない（凍結）

７月以降引き
上げる予定

７月以降引き
下げる予定 未定

規 　 模 　 計 38.7� 3.8� 14.9� 5.2� 1.2� 36.3�
1～����9人 17.1� 4.3� 24.3� 1.4� 2.9� 50.0�
10～��29人 33.6� 3.5� 14.7� 5.6� 0.7� 42.0�
30～��99人 43.5� 4.8� 11.6� 4.1� 1.4� 34.7�
100～300人 62.5� 1.6� 12.5� 10.9� - 12.5�

全 国 平 均 28.1� 3.7� 22.6� 5.3� 1.5� 38.7�

18.5 

11.2 

16.5 

7.3 

0 10 20
（％）

2.9 

7.0 

21.8 

40.6 

0 20 40 60
（％）

製造業

非製造業

産業計

全国平均

１～９人

10～29人

30～99人

100～300人

第50表　労働組合の組織状況 【規模別】
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第53表　規模別賃金改定状況（総平均）
（円） （％）

平　均�
所定内�
賃　金

平　均�
昇給額

平　均�
昇給率

規 　 模 　 計 243,356 2,553 1.06�
����1～����9人 250,664 102 0.04�
��10～��29人 243,944 1,967 0.81�
��30～��99人 247,201 1,772 0.72
100～300人 240,729 3,189 1.34

全 国 平 均 247,153 2,104 0.86�
注）�「引き上げた」「引き下げた」「今年は実施しない（凍結）」
回答の総平均

「引き上げた」
事業所の平均 244,033 4,464 1.86�

（％）

1.49 
1.73 

2.24 
1.76 

1.06 

1.78 1.71 1.80 
1.35 

0 

1 

2 

3 

4 

H14 15 16 17 18 19 20 21 22

注） 「引き上げた」と回答した事業所の総平均

第52表　昇給率の推移 【引き上げ回答事業所】





１．回答事業所数
２．常用労働者数
３．経営状況
４．経営上のあい路
５．経営上の強み
６．主要事業の今後の方針
７．常用労働者数
８．従業員数
９．女性常用労働者比率
10．パートタイマー比率
11．従業員数（雇用形態別雇用比）
12．週所定労働時間
13．月平均残業時間
14．時間外労働（残業・休日労働）が 45時間を超える従業員のいる月の頻度
15．時間外労働（残業・休日労働）が 60時間を超える従業員のいる月の頻度
16．時間外労働（残業・休日労働）削減の取り組みの有無
17．時間外労働（残業・休日労働）削減の取り組み内容
18．年次有給休暇の平均付与日数
19．年次有給休暇の平均取得日数
20．年次有給休暇の平均取得率
21．年次有給休暇取得促進の取り組みの有無
22．年次有給休暇取得促進の取り組み内容
23．年次有給休暇取得促進に取り組んだ理由
24．障害者雇用の有無
25．雇用している障害者の人数
26．今後の障害者雇用予定
27．障害者雇用に当たっての課題
28．65 歳以上の高年齢者雇用の有無
29．65 歳までの高年齢者雇用確保措置への対応状況
30．継続雇用の高年齢者の雇用形態
31．継続雇用制度対象者の基準
32．高年齢者継続雇用による課題
33．最低賃金引き上げの影響
34．最低賃金引き上げの影響がある場合の必要な対応
35．新規学卒者の採用充足状況
36．新規学卒者の初任給
37．平成 23 年度の採用計画の有無
38．労働組合の有無
39．賃金改定実施状況
40．平均昇給・相殺
41．平均昇給・上昇

集　計　表Ⅲ
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１．�回答事業所数

２．常用労働者数

30



３-1．経営状況

３-2．経営状況

31



32

４-2．経営上のあい路（３項目以内複数回答）

４-1．経営上のあい路（３項目以内複数回答）
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５．経営上の強み（３項目以内複数回答）

６．主要事業の今後の方針
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７．常用労働者数

８．従業員数
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９-1．女性常用労働者比率

９-2．女性常用労働者比率
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10-1．パートタイマー比率（全体）

10-2．パートタイマー比率（男性）
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10-3．パートタイマー比率（女性）

10-4．パートタイマー比率（全体）
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11．従業員数（全体：雇用形態別構成比）

12-1．週所定労働時間
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12-2．週所定労働時間

13-1．月平均残業時間（従業員１人当たり）
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13-2．月平均残業時間（従業員１人当たり）

14-1．�時間外労働（残業・休日労働）が 45時間
を超える従業員のいる月の頻度
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14-2．�時間外労働（残業・休日労働）が 45時間を
超える従業員のいる月の頻度

15-1．�時間外労働（残業・休日労働）が 60時間
を超える従業員のいる月の頻度
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15-2．��時間外労働（残業・休日労働）が 60時間を
超える従業員のいる月の頻度

16．�時間外労働（残業・休日労働）削減の取り組
みの有無
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17．時間外労働（残業・休日労働）削減の取り組み内容（複数回答）

18．年次有給休暇の平均付与日数（従業員 1人当たり）
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19．年次有給休暇の平均取得日数（従業員 1人当たり）

20-1．年次有給休暇の平均取得率（従業員 1人当たり）
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20-2．年次有給休暇の平均取得率（従業員 1人当たり）

21．年次有給休暇取得促進の取り組みの有無
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22．年次有給休暇取得促進の取り組み内容（複数回答）

23．年次有給休暇取得促進に取り組んだ理由（３項目以内複数回答）
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24．障害者雇用の有無

25．雇用している障害者の人数（合計）
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27-1．障害者雇用に当たっての課題（３項目以内複数回答）

26．今後の障害者雇用予定
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28．65歳以上の高年齢者雇用の有無

27-2．障害者雇用に当たっての課題（３項目以内複数回答）
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30．継続雇用の高年齢者の雇用形態（複数回答）

29．65歳までの高年齢者雇用確保措置への対応状況
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32．高年齢者継続雇用による課題（３項目以内複数回答）

31．継続雇用制度対象者の基準
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33．最低賃金引き上げの影響

34．最低賃金引き上げの影響がある場合の必要な対応（複数回答）
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35-1．新規学卒者の採用充足状況（高校卒）

35-2．新規学卒者の採用充足状況（専門学校卒）
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35-3．新規学卒者の採用充足状況（短大（含高専））

35-4．新規学卒者の採用充足状況（大学卒）
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36-1．新規学卒者の初任給（加重平均：高校卒）

36-2．新規学卒者の初任給（加重平均：専門学校卒）
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36-3．新規学卒者の初任給（加重平均：短大卒（含高専））

36-4．新規学卒者の初任給（加重平均：大学卒）
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37．平成 23年度の採用計画の有無

38-1．労働組合の有無
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38-2．労働組合の有無

39．賃金改定実施状況
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40．平均昇給・相殺

41．平均昇給・上昇




